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市役所の代表電話番号は　�０４２－４６４－１３１１　です。お間違えのないようお願いします
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場所日　　　　時内　　　　容
（田）
（保）

毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

（田）８月２３日、９月１日・７日　午前９時～正午
※９月７日は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専

門

相

談

（

予

約

制

）

（保）
８月２４日　※午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる
９月５日・６日・１２日午後１時３０分～４時３０分

（田）★９月７日　午前９時～正午人権・身の上
相 談 （保）★８月２４日　午前９時～正午

（田）　９月８日　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

（保）　９月１日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　９月７日　午後１時３０分～４時３０分
不 動 産 相 談

（保）　９月１４日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　９月１４日　午後１時３０分～４時３０分
登 記 相 談

（保）★８月１７日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　９月１４日　午後１時３０分～４時３０分
表示登記相談

（保）★８月１７日　午後１時３０分～４時３０分

（田）　９月１３日　午後１時３０分～４時３０分
交通事故相談

（保）★８月２３日　午後１時３０分～４時３０分

（保）　９月１１日　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用保険
・人 事 一 般 相 談

（田）★８月１８日　午後１時３０分～４時３０分
行 政 相 談

（保）　９月７日　午後１時３０分～４時３０分

（保）　９月８日　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後 見 等 手 続 相 談

■専門相談の予約開始…８月１７日（木）(★印については８月３日から受付中)
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
　なお予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなる
ことがありますが、ご了承ください。
■予約・問合せ　�４64－1311
　　　（田）…田無庁舎２階市民相談室（内線1432）
　　　（保）…保谷庁舎１階市民相談室（内線2115）

問合せ場　　所日　　　　時内　　　　容

消費者センター（�４２５－４０４０）
毎週月曜日～金曜日
午前１０時～正午
午後１時～４時

消費生活相談

消費者センター
（�４２５－４１４１）

田無庁舎２階ロビー
９月１日
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課（�４６４－
１３１１内線２２１２）

田無庁舎２階展示コーナー
８月１６日
午後１時３０分～２時３０分動 物 相 談

保谷庁舎１階ロビー

子ども家庭支援センター
（�４５１－０６００）
相談専用電話
（�４５１－０８０８）

コール田無３階子ども
家庭支援センター相談
室

毎週火曜日～土曜日
午前９時～午後４時

子ども家庭相談
（ 電 話・面 接 ）

保谷庁舎１階生活福祉課（�４６４－１３１１
内線２３５１）※事前連絡をしてください

毎週火曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時母 子 相 談

教育相談課
（�４６４－１３１１内線２６４１）

電話相談
（�４２５－４９７２）

保谷庁舎４階
毎週月曜日～金曜日
午前９時～午後５時教 育 相 談

田無庁舎５階
（予約のみ）

悩みなんでも相談
（�４５０－０２２２）
カウンセリング
（�４５０－０２２２）
からだの相談予約電話
（�４５０－００５５）

生活文化課男女平等
推進係（�４５０－００５５）

市民会館２階相談室
月・火曜日午後１時～２
時は休み。金・土曜日は正
午～午後１時は休み
※いずれも予約優先。受付
時間は相談終了時間の３０
分前までです。外出が難し
い方には、電話でのカウン
セリングにも応じます。

月・火・金曜日
午前１０時～午後４時、
木曜日午後３時～８時

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）

女

性

相

談

水曜日午後３時～８時、
土曜日午前１０時～午後４時

カウンセリング
（ 面 接 ）

９月１３日　午前１０時～正午
※循環器の女性医師が相談
に応じます。

からだの相談
（ 面 接 ）

８月はお休みです電 話 医 療 相 談
（西東京市医師会）

（�４６６－２０３３）８月１８日・２５日
午後０時３０分～１時３０分

電 話 歯 科 相 談
（西東京市歯科医師会）

Ｑ　
　

日
ほ
ど
前
に
駅
前
で

１０

「
手
相
を
見
て
あ
げ
る
」
と
声

を
か
け
ら
れ
、
１
万
円
で
先
生

が
鑑
定
を
し
て
く
れ
る
と
い
う

の
で
翌
日
出
向
い
た
。
鑑
定
の

後
お
守
り
に
「
数
珠
」
を
持
つ

と
良
い
方
に
い
く
と
い
わ
れ
契

約
を
し
、　

万
円
を
払
っ

４０

た
。そ
の
後
家
系
図
を
持
っ

て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
不

審
に
な
り
、数
珠
を
解
約
し

た
い
。

Ａ　

こ
れ
は「
商
品
を
購
入

し
な
い
と
不
幸
に
な
る
」

「
購
入
す
れ
ば
不
幸
を
免

れ
る
」と
勧
誘
す
る
霊
感
商

法
で
す
。契
約
し
て
か
ら
８

日
間
以
内
で
あ
れ
ば「
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
」
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
相
談
は
、ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
期
間
を
過
ぎ
て
い
る
の

で
、
契
約
を
し
た
経
緯
と
解
約

理
由
を
手
紙
で
出
す
よ
う
に
助

言
し
ま
し
た
。

　

事
業
者
か
ら
返
事
が
な
い
た

め
、
セ
ン
タ
ー
か
ら
解
約
の
交

渉
を
し
た
結
果
、
解
約
が
認
め

ら
れ
、
支
払
済
み
の
代
金
が
返

金
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
も
、
ポ
ス
ト
に
入

っ
て
い
た
ハ
ガ
キ
を
見
て
姓
名

鑑
定
を
し
て
も
ら
お
う
と
出
向

い
た
ら
、
鑑
定
の
後
印
鑑
を
契

約
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
な

ど
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

姓
名
、
家
相
、
手
相
な

ど
の
鑑
定
は
３
千
円
や

１
万
円
な
の
で
、軽
い
気

持
ち
で
出
向
く
と「
先
祖

が
苦
し
ん
で
い
る
」「
幸

せ
に
な
れ
な
い
」な
ど
と

高
額
な
数
珠
や
印
鑑
、先

祖
供
養
な
ど
の
高
額
な

契
約
を
勧
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。
契
約
を
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
消
費
生
活
相
談
室

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
消
費
者
セ
ン
タ
ー
消
費
生
活

相
談
室
（�
４
２
５
･
４
０
４

０
）
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①
糞
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
周
囲
の
人
達
に
と
っ

て
大
変
迷
惑
で
す
。
必
ず
キ
チ
ン
と
回
収
す
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

②
散
歩
さ
せ
る
時
は
必
ず
引
き
綱
な
ど
で
繋
ぎ
ま

し
ょ
う
。

③
犬
は
群
れ
の
中
の
力
関
係
を
重
視
し
ま
す
。
甘

や
か
す
と
自
分
が
リ
ー
ダ
ー
だ
と
思
い
、
飼
い
主

に
従
わ
な
く
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
飼
い
主
に
従
わ
な
い
と
き
は
し
つ

け
を
行
い
、
指
示
を
守
っ
た
と
き
に
は
ほ
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

④
飼
い
犬
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

　

生
後　

日
以
上
の
飼
い
犬
で
、
登
録
が
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
登

９１

録
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
、
環
境
保
全
課
（
保
谷
庁
舎

１
階
）、
市
民
課
（
田
無
庁
舎
２
階
）、
各
出
張
所
で
行
え
ま
す
。

◆
環
境
保
全
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２２１２

　

住
居
が
密
集
し
て
い
る
地
域
で
は
、
人
と
動
物
が
一
緒
に
暮
ら
す
う
え

で
周
辺
環
境
へ
の
配
慮
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
隣
近
所
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ

さ
な
い
た
め
に
も
、
動
物
の
飼
い
方
を
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

飼
い
主
が
動
物
の
習
性
や
生
理
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
、
動
物
の

健
康
を
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
に
迷
惑
や
危
害
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
飼
い
主
と
な
っ
た
以
上
、
最
後
ま
で
責
任
を
持
つ
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

動 物 に 関 す る 相 談 窓 口
相　談　窓　口相　談　内　容

環境保全課（保谷庁舎１階）
○犬の登録、鑑札交付、登録事項の変更
○犬の死亡
○狂犬病予防注射済票の交付

東京都動物愛護相談センター
多摩支所（�０４２－５８１ー７４３５）

○犬による事故　
○動物に関する苦情
○迷い込んだ犬の引き取り
○負傷動物の収容
○どうしても飼えなくなった犬・猫の引き取り
○犬・猫を譲ってもらいたい

東京都動物愛護相談センター
多摩支所、最寄の警察○飼い犬がいなくなった

両庁舎　毎月第３水曜日
午後１時３０分～２時３０分

○動物無料相談
　（獣医によるペットの飼い方等の相談）
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　公園は市民みんなの憩いの場所です。利用者１人ひ
とりがルールを守り、楽しく使いましょう。

　海や川などで自然にふれ、夜空に打ち上げる花火は楽し
く夏休みなどの思い出の１コマとなるものです。
　しかしながら、市内の公園は住宅が近接していることか
ら、公園での花火を禁止しています。
　例年、これからの時期になりますと、市民の方より「打
ち上げ花火の騒音の苦情」「花火のごみが散乱している」と、
市に頻繁に苦情が寄せられるよう
になり、対応に大変苦慮していま
す。
　「公園での花火禁止」は、利用者
１人ひとりのマナーと、ご家族や地
域の方々のご協力で実現できると
考えています。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆公園緑地課（�保 �内線２４３４）


